
  

各論
第4編  社会福祉はどのようにすすめられているか
第3章  老人の福祉
第1節  居宅福祉対策
1  健康診査の実施

老人は一般に有病率が高いにもかかわらず社会的および経済的理由により受診の機会をはばまれている
例が多いので,38年から老人に健康診査を実施することによつて疾病の予防および早期発見を行ない,老人
の健康保持に資することにしている。

42年度以降高齢者の65%を対象としていたが,44年度からねたきり老人のうち治療を受けていないもの,6
万人を対象として医師,看護婦を派遣する訪問健康診査が追加された。

健康診査は,一般診査と精密診査の二つに分けられ,前者は居宅にいる65歳以上の老人すべてが対象となり,
後者は一般診査の結果疾病等の疑いがあると診断されたものが対象となる。健康診査の項目は一般診査
が6項目精密診査は45年度に2項目追加されて11項目となり,訪問健康診査は44年度般診査のみであつたも
のを45年度より精密診査を加えて健康診査と同体系とした。

健康診査の実施結果をみると受診率は年々上昇しているが全般を通じ低く,問題の一つとされている。44
年度においては65歳以上の老人の21%にあたる147万人が受診し,このうち49%にあたる者が正常とさ
れ,35%が何らかの疾病のため療養を要すると診断され,残りの16%のものは要精密診査対象であるが,この
うち半数は他の精密診査項目を必要としているものである。療養を必要と診断されたもののうち高血圧
性疾患が5割をしめ,心臓の疾患の1割6分がこれについでいる。
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2  老人家庭奉仕員の派遣

老人家庭奉仕員は身体上または精神上の障害があつて日常生活を営むのに支障がある老人家庭を訪問し
て日常生活の世話を行なうものである。

老人家庭奉仕員の行なうサービスの内容は,食事の世話,被服の洗濯および補修,掃除その他身のまわりの世
話を行なうほか,老人に対して日常生活上の相談に応ずることなどであり,1世帯に週2回程度訪問すること
になつている。

44年度は一般の老人分として200人,さらに脳卒中等のため床にねたきりで食事,排便等の日常生活に支障
のあるいわゆるねたきり老人のうち,家族以外の者に介護されているか,家族が病弱であるため介護が著し
く困難である所得税非課税世帯の家庭を重点的に介護する家庭奉仕員が4,400人増員され,従前の分とあわ
せて,5,900人が置かれていたが.45年度はさらに200人増員されて6,100人の家庭奉仕員の設置をみること
となつた。
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3  特殊寝台の貸与

低所得世帯に属する長期にわたるねたきり老人のうち身体機能障害が著しいものに,日常生活を容易にす
るため頭部および脚部の傾斜角度を調整できる可動式寝台(1台41,600円)を無料で貸与するもので,昭和45
年度は,44年度の3,600人に加えて新たに1,545人に貸与が予定されている。
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4  老人社会活動促進事業

老人は「元気に働き,明るく暮したい」という希望を特に持つている。社会活動促進事業は,老人の各種の
相談に応ずるとともに,その希望と能力とに応じ適当な仕事に従事する機会その他社会活動に参与する機
会を与えるものとして,昭和43年度から,その事業活動である高齢者無料職業紹介所の運営費に対し国庫補
助がはじめられ,44年度は15か所であつたものを45年度は5か所増加し20か所を国庫補助の対象としてい
る。

この国庫補助対象事業は,社会福祉法人が経営することを原則とし,一般的な相談活動のほか,仕事の指導,
紹介および後保護,求人開拓および啓蒙普及,老人適職の調査研究その他の事業を行なうこととなつており,
とくに仕事の指導,紹介および後保護,求人開拓および啓蒙普及については職業安定法に基づく労働大臣の
許可を要することとされている。

第4-3-1表 全国一斉健康診査の状況

第4-3-2表 老人社会活動促進事業の状況(44年度)
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この職業紹介は相当の成績をあげており他方老人の就労ニードもまた非常に高いことから,この事業に対
する要望はきわめて強くなつている。
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5  老人性白内障の開眼手術費公費負担

老人性白内障によつて失明して老人のうち手術可能な低所得老人約6,000人に光を与えるため,新たに昭和
45年度は3,000人分の開眼手術の自己負担分約1億3千万円が予算化された。
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6  老人クラブの育成

昭和45年4月現在では約8万クラブが結成され,60歳以上の老人の約44%を会員としている。各市町村には
ほとんどすべて老人クラブがあり、市町村ごとに連合会が結成され,また,都道府県,指定都市単位にも連合
会が結成され,これらが母体となつて中央に全国老人クラブ連合会が組織され,自主的に老人クラブ活動の
育成と強化に当たつている。

このような老人クラブ活動に対して,いつそう活動内容を高めるために,昭和38年度から主として教養の向
上のための活動費に当てるため公費による助成が行なわれてきた。

また,老人クラブ指導者の資質向上をはかるため,42年度以降,財団法人全国老人クラブ連合会に対し,老人
クラブ指導者研修費が国庫補助されている。
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老人福祉施設は,老人福祉対策の支柱として重要な役割を果たしているが,老人福祉法に基づく老人福祉施
設は,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホームおよび老人福祉センターの4種類あるが,このほ
か老人の福祉向上のための施設として有料老人ホーム,老人休養ホーム,老人憩の家がある。

養護老人ホームは身体上もしくは精神上または,環境上の理由および経済的理由から,居宅で養護を受ける
ことが困難な65歳以上の老人を収容する施設である。環境上の理由としては,家族などの折り合いが悪い
等により同居を継続することが老人の心身を著しく害する場合および住居が狭い等悪い環境状態にある
ため,老人の心身を著しく害する場合である。経済的理由としては,市町村民税の所得割を課されていない
世帯にある老人であることであり,昭和44年12月末現在,施設数792,収容定員59,509人で43年に比較して
23施設,1,927人の増となつている。

特別養護老人ホームは身体上または精神上著しい欠陥があるために常時介護を必要とする老人,いわゆる
「ねたきり老人」等を収容する施設であり,44年12月末現在,施設数110,収容定員7,885人で前年に比較し
て29施設2,884人の増となつている。

軽費老人ホームは無料または低額な料金で老人を収容し,給食その他日常生活上必要な便宜を供与する施
設であり,44年12月末現在,施設数48,収容定員3,085人で前年に比較し1施設98人の増となつている。

第4-3-3表 老人クラブの推移
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有料老人ホームは常時10人以上の老人を収容し,給食その他日常生活上必要な便宜を供与する施設で,45年
3月末現在60施設,約2,506人の収容力を有している。

老人福祉センターは無料または低額な料金で老人に対し各種の相談に応ずるとともに,健康の増進,教養の
向上およびレクリエーションのための便宜を総合的に供与し,居宅老人に健康で明るい生活を営ませるこ
とを目的とする施設であり,45年3月末現在155か所設置されている。

老人休養ホームは,温泉地等の休養地において老人に低廉で健全な保健休養のための場を与え,その心身の
健康の増進を図ることを目的とする施設であり,45年3月末現在16施設設置されている。

老人憩の家は,市町村の区域において老人に対し教養の向上,レクリエーション等の場を与え,その心身の健
康の増進を図ることを目的とする施設であり,45年3月末現在186施設もうけられている。
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以上は,老人福祉法を中心とするおもな施策の現状であるが,老人の福祉対策はこのほか種々な制度により
行なわれている。おもなものをあげれば国民年金法による老齢福祉年金の支給,第2種公営住宅中に老人世
帯向公営住宅2,770戸の建設,所得税法の障害者控除に老衰等による老人を適用する税制上の優遇措置,世
帯更生資金貸付制度におけるねたきり老人用病室等の増改築費用の貸付等種々の施策がすすめられてい
る。

第4-3-4表 老人ホーム等の推移(各年12月末現在)
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